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町村議会の現況
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性別 議員数

年齢構成

平均年齢
25歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

60歳以上
70歳未満

70歳以上
80歳未満

80歳以上

男性
9,195人
86.7％

27人
0.3％

218人
2.4％

748人
8.1％

1,214人
13.2％

3,323人
36.1％

3,388人
36.8％

277人
3.0％

64.9歳

女性
1,412人
13.3％

10人
0.7％

51人
3.6％

154人
10.9％

297人
21.0％

518人
36.7％

357人
25.3％

25人
1.8％

61.5歳

合計
10,607人
100％

37人
0.3％

269人
2.5％

902人
8.5％

1,511人
14.2％

3,841人
36.4％

3,745人
35.3％

302人
2.8％

64.4歳

町村議会議員の性別及び年齢構成
926町村：令和5年7月1日現在

町村議会議員の職業

性別 議員専業 第１次産業 第２次産業 第３次産業 その他 合計

男性
1,937人
21.1％

2,792人
30.4％

937人
10.2％

2,386人
25.9％

1,143人
12.4％

9,195人
100％

女性
643人
45.5％

121人
8.6％

29人
2.1％

366人
25.9％

253人
17.9％

1,412人
100％

合計
2,580人
24.3％

2,913人
27.5％

966人
9.1％

2,752人
25.9％

1,396人
13.2％

10,607人
100％

926町村：令和5年7月1日現在

町村議会の構成と町村議会議員の職業（町村議会実態調査）
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（町村議会実態調査）



町村における議員定数や女性議員数等の指標

議員定数
（1町村あたりの平均）

女性議員
（議員総数に占める割合）

在職年数が４年未満
の議員数と割合

50歳未満
の議員数と割合

H27.7.1 11,332（12.2） 1,051（9.4％） 2,938（26.3％） 942（8.4%）

R1.7.1 11,024（11.9） 1,184（10.9％） 2,706（24.9％） 1,004（9.2%）

R5.7.1 10,807（11.7） 1,412（13.3％） 2,739（25.9％） 1,208（11.4%）

※女性議長 44名
女性副議長 97名

（内数）
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（町村議会実態調査）



町村議会議員の一般選挙における無投票及び定数割れ団体数（全体）

選挙の区分等

選挙期日による期間区分

統一地方選挙以外 統一地方選挙 全体

執行団体 無投票 定数割れ 執行団体 無投票 定数割れ 執行団体 無投票 定数割れ

H23.5～H27.4
（第18回統一地方選挙を含む）

561 102（18.2％） 6 373 89（23.9％） 4 934 191（20.4％） 10

H27.5～H31.4
（第19回統一地方選挙を含む）

557 111（19.9％） 7 375 93（24.8％） 8 932 204（21.9％） 15

R1.5～R5.4
（第20回統一地方選挙を含む）

553 131（23.7％） 11 373 123（33.0％） 20 926 254（27.4％） 31

・補欠選挙・再選挙については調査対象外とし、一般選挙のみを対象としている。

・統一地方選挙の執行団体数は、総務省公表資料から引用したもの。

・「選挙期日による期間区分」について、一般選挙が議会の解散等により同一期間内に複数回執行された町村は、それぞれの選挙を
個別に計上している。

・公職選挙法第95条の規定により、法定得票数を得られず当選人とならなかった者が発生したことにより定数割れとなった町村は、
定数割れ団体に計上していない。

（全国町村議会議長会調べ）

次の４年間（令和９年４月まで）

には全体の３分の１を超える議会

が無投票となる可能性
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多様な人材の参画に関する取組み
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委員長

江藤俊昭 大正大学教授

委員

人羅 格 毎日新聞論説委員

委員

河村和徳 東北大学大学院情報科学研究科准教授

委員

益子純恵 栃木県那珂川町議会議長

委員

寺島 渉 元長野県飯綱町議会議長

町村議会議員のなり手不足対策検討会

※肩書は令和６年３月現在
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町村議会議員のなり手不足に潜む３つの危機～議会の取組と幅広い協働により地方自治の未来を創ろう～（令和６年３月）

１

多様性を欠く議会では二元代表制の趣旨が損なわれる～町・村にとっての危機～

度重なる無投票が地方自治の弱体化を招く～都道府県・国にとっての危機～

立候補・選挙における障壁

なり手不足は町村議会だけの問題ではなく、その町・村、さらに都道府県や国にとっての問題でもある。

また、その原因は多岐にわたっており、議会にだけ存在するものではない。したがって、なり手不足による３つの危機

を防ぐためには、議会の取組に加え、幅広い協働による対策が不可欠となる。

ポイント

第１編 なり手不足に潜む３つの危機

第２編 なり手不足の現状

第３編 なり手不足の原因

第４編 なり手不足の対策

第５編 女性議員を増やすための対策

・無投票・定数割れ団体数は右肩上がり。同じペースで増え続けると仮定した場合、次の４年間（令和５年５月
から令和９年４月まで）には全体の３分の１を超える34.1％の議会が無投票になる可能性がある。
・立候補者が「定数＋１」となり無投票を辛うじて回避した町村の数は299（令和元年５月から令和５年４月）。
これは全体（926）の32.3％であり、無投票254町村を加えると、553（59.7％）となる。

・独任制の長と異なり、住民の多様性を反映した合議体であることが議会の存在意義である。
・なり手不足・無投票は、議会の団体意思決定・政策立案・行政監視の各機能に大きな影響を及ぼし、議会の存
在意義や二元代表制の趣旨が損なわれることに繋がる。

・４年に一度の選挙戦が必ず実施されることが主権者意識涵養の要であるため、選挙戦の機会が度重なって失われ
ることは地方自治の弱体化を招く。「地方自治は民主主義の学校」であり、地方自治の弱体化は都道府県・国に
とっても危機である。

選挙の区分等

選挙期日による期間区分

統一地方選挙以外 統一地方選挙 全体

執行団体 無投票 定数割れ 執行団体 無投票 定数割れ 執行団体 無投票 定数割れ

H23.5～H27.4
（第18回統一地方選挙を含む）

561 102（18.2％） 6 373 89（23.9％） 4 934 191（20.4％） 10

H27.5～H31.4
（第19回統一地方選挙を含む）

557 111（19.9％） 7 375 93（24.8％） 8 932 204（21.9％） 15

R1.5～R5.4
（第20回統一地方選挙を含む）

553 131（23.7％） 11 373 123（33.0％） 20 926 254（27.4％） 31

○町村議会議員の一般選挙における無投票及び定数割れ団体数（全国町村議会議長会調べ）

○無投票・定数割れ以外の指標（町村議会実態調査による）

議員定数（1町村あたりの平均） 女性議員（議員総数に占める割合） 平均年齢 在職年数が４年未満の議員数と割合 在職年数20年以上の議員数と割合

H27.7.1 11,332（12.2） 1,051（9.4％） 62.7 2,938（26.3％） 1,370（12.3%）

R1.7.1 11,024（11.9） 1,184（10.9％） 63.9 2,706（24.9％） 1,662（15.3%）

R5.7.1 10,807（11.7） 1,412（13.3％） 64.4 2,739（25.9％） 1,724（16.2%）

議会の役割と議員のやりがいが住民の間で十分に理解されず、議員

を志す人たちの動機付けとして機能しにくくなってきた。さらに、議員になり地域に貢献しようと志した人でも二の足を踏む旧来的

な議会環境と議員像も問題である。これらに、低額な議員報酬等も加えた「やりがい・環境・待遇」の３条件が原因の一つである。

議員のなり手不足問題の背景には、地域における担い手の不足と

女性進出の遅れ、地区・集落による候補者擁立制度や保守的な価値観の行き過ぎ、家族・親族の反対による立候補断念、「担ぎ手」

の減少による立候補への足踏み等、地域社会特有の原因が存在する。

議員になる志を抱いたとしても、落選時のリスクと労働法制上の課題、立候補・選挙に必要な資源

の不足（選挙資金や選挙制度に関する知識の不足）、女性や若者の立候補を阻害する要因（選挙資源の格差）等の障壁が存在する。

■なり手不足問題の検証組織の立ち上げ（現地調査：北海道興部町議会） ■様々な広報

ツールを駆使し老若男女を問わず情報を届ける（現地調査：北海道鷹栖町議会、埼玉県寄居町議会） ■議会から住民

の生活圏に出向き交流する機会を増やす ■政策サポーター・議会モニター等を通じた議会の「応援団」の形成 ■多

様な人材が議員になるための環境整備（デジタル化、バリアフリー化等）■なり手向け講座による立候補検討者の後押

し（現地調査：北海道栗山町議会） ■なり手不足問題を広報紙等で住民に訴えて危機感を共有する（現地調査：愛知

県幸田町議会） ■主権者教育の推進・強化（子ども議会、出前講座等） 等

■議会事務局体制等の整備・強化 ■低額な議員報酬の改善 ■特別職報酬等

審議会委員へ議会の実情に明るい人物を登用 ■執行部が実施する主権者教育における議会との連携 ■議会に対して

意見交換・懇談会の場を働きかける（自治会等） ■立候補に係る休暇制度をはじめとした各種規定の整備（企業） 等

■なり手不足対策に取り組む町村議会に対する財政支援等

■議会を含む町村全体のデジタル化支援に資する人材派遣等

■議会が取り組むなり手不足対策への財政支援等 ■住民の政治参画推進に係る優良団

体表彰制度の創設 ■議員への立候補や議会・議員活動に利用できる休暇・休職・兼業制度等の整備

■公務員の立候補制限や他の自治体職員との兼職禁止の緩和 ■厚生年金加入のための法整備の検討

■議会が行う主権者教育に対する支援 ■手当制度の拡充 ■被選挙権年齢の引き下げ 等

議会が取り組むべきこと

町全体・村全体で取り組むべきこと

都道府県が取り組むべきこと

国が取り組むべきこと

なり手に響かない３条件（やりがい・環境・待遇）

地域コミュニティの限界（潜在的ななり手の不足等）

■ハラスメント対策の徹底 ■女性模擬議会の開催（現地調査：宮城県蔵王町議会）

■政策サポーター・議会モニターに女性を積極的に任命 ■保育施設や授乳室の設置等

議会が取り組むべきこと

町全体・村全体で取り組むべきこと ■自治会等における女性の役員登用

■首長の審議会等への積極的な女性登用 ■女性の政治参画等を促進するシンポジウムの開催

都道府県が取り組むべきこと ■女性議員ネットワークに対する支援 ■ハラスメントに関する相談窓口の開設

■議会の取組に対する財政支援 ■女性議員ロールモデル実例集 ■女性の地方移住の促進国が取り組むべきこと

女性議員割合は、増加傾向にあるとはいえ、依然として低いままであり、その改善がなり手不足を解消

する決め手の一つとなる。このためには、女性の社会進出や政治参画の後押し、立候補の障壁を除去するための施策等

を、重点的に進めなくてはならない。

ポイント

女性議員ロールモデル実例集

全国で活動している女性地方議員のロールモデル実例集を制作する。記載内容としては、議員を志した動機、

立候補検討段階から選挙を経て当選するまでに直面した課題とその対応策、当選後の具体的な１日・１年の流

れ、議員のやりがい、任期中に達成した成果等。

また、全国町村議会議長会が、女性町村議会議員に限ったロールモデル実例集を制作することも必要である。

増加する無投票・定数割れと潜在的ななり手不足～全町村議会にとっての危機～

２

３

目先の選挙戦実現に固執した対策（住民の理解を伴わない議員報酬増額、議員定数の本来の考え方から乖離した

短絡的な定数削減等）は、なり手不足の悪循環を生み、ひいては地方自治の弱体化を招く。

３つの危機を防ぐために町村議会が留意すべきこと～なり手不足の悪循環～
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第１章 議会が取り組むべきこと

第３節 政策サポーター・議会モニター等を通じた議会の「応援団」の形成

＜議会に関心を持つ住民が「応援団」になるための取組＞

前節のような取組の発展形として、住民が政策立案や議会の現場に参画する制度を設けることも

得策である。（中略）不特定多数に向けた広報とは対照的に、議会・行政・まちづくりに関心をも

つ特定少数の住民に向けたアプローチである。

こうした中長期的な協働体験を通じて議会の「応援団」と呼べる存在になった住民は、各々の地

域における議会への関心を高める役割を果たす可能性が高い。そして、「応援団」自身や彼らに感

化された住民の中から、新たな議員のなり手が現れることも期待できる。

＜長野県飯綱町議会の例：政策サポーター＞

こうした取組の具体例として筆頭に上がるのは、長野県飯綱町議会が平成22年に導入した「政策

サポーター」制度である。議会が決めた研究テーマに即してサポーターを公募し、（中略）政策提

言づくりの議論（１テーマにつき７～８回程度）を行い、（中略）。また、同町議会には「広報モ

ニター」制度もあり、これら２つの制度の経験者から５名（うち女性２名）が実際に議員になって

いる。

飯綱町議会以外にも、同種の「議会モニター」制度を設けている町村議会は増えてきている。第

69回調査（R4活動）によれば、110町村（11.9％）が実施している。（後略）

【報告書 P32】

町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書（令和６年３月）第４編 なり手不足の対策 ①
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第１章 議会が取り組むべきこと

第５節 なり手向けの講座や広報等を通じた潜在的なり手の発掘・後押し

⑴ なり手向け講座による立候補検討者の後押し

議員になる意欲を持ち始めた住民を後押しするため、議会が主体となって将来の議員を育てるた

めの講座を開設する事例が現れ始めている。早くには、北海道浦幌町議会が令和元年の選挙（統一

地方選挙）のおよそ１年前から、立候補を検討している住民を主な対象として個人研修会（町の総

合計画や財政、議会制度等を扱う座学形式の講座）を実施した例があり、令和５年４月の統一地方

選挙前には、北海道栗山町議会が「議員の学校」という取組を実施している。また、町村議会以

外では、静岡県御殿場市議会の「御殿場市議会政治塾」も同様の例と言える。いずれも、議会の役

割、議員の仕事、選挙のルール等について参加者に解説することで、議員に立候補する意欲を高め

るとともに、実際に議員になってから役立つ予備知識の習得を狙った企画である。

このうち、北海道栗山町議会の「議員の学校」については、本検討会による現地調査を行い、そ

の取材内容は資料第２編で詳述しているが、結果として参加者から新たな議員が３名生まれたため、

効果は立証されている。

この取組の要諦は、それまで議員のなり手は町内の各地区を基本単位として輩出されてきたとこ

ろ、その枠内に収まらない立候補者の出現を後押しできたことである。潜在的ななり手が、従来の

供給源の外に埋もれている可能性を示唆する事例であり、議会が新たな発想でなり手の発掘に取り

組む有効性を示している。（後略）

【報告書 P34】

町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書（令和６年３月）第４編 なり手不足の対策 ②
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第１章 議会が取り組むべきこと

第５節 なり手向けの講座や広報等を通じた潜在的なり手の発掘・後押し

⑵ なり手不足問題を広報紙等で住民に訴えて危機感を共有する

＜愛知県幸田町議会：広報紙になり手不足特集記事を掲載＞

愛知県幸田町議会では、平成31年４月の議員選挙（統一地方選）で定数割れとなり、なり手不足

の危機感を抱いた。そこで議会は、議会広報紙でなり手不足問題と議員になるための手続きや準備

について扱った特集を７回の連載にまとめ、（中略）これに加え、消防団、子ども会、女性の会な

ど、役員やメンバーの顔ぶれが同じであり、議会と同様なり手不足に困っている町内の団体をまわっ

た。この結果、欠員１を補充する再選挙では４人が立候補、令和５年４月の選挙（統一地方選）では

定数16に対して22人が立候補し、いずれも選挙戦となった。（資料第２編参照）

＜長崎県小値賀町議会：シンポジウムの開催と議会だより特別号＞

（前略）令和４年９月になり手不足問題に関するシンポジウムを開催し、11月には「大募集！求

む！あなたの力を！議会に！」と表紙に大々的に記した、全10ページの議会だより特別号を発行し

た。同号の序盤では、「議員のなり手が足りないとどうなるのか？」との見出しで問題点が丁寧に説明

されており、その中で（中略）「選挙がないということは議会にとって致命的な問題であり「住民自治

の根幹」に係る大きな問題なのです」と記されている。（中略）こうした結果、令和５年４月の選挙で

は、定数８に対して、新人６人を含む10人が立候補する選挙戦が展開され、新人４人が当選した。

【報告書 P34・35】

町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書（令和６年３月）第４編 なり手不足の対策 ③
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第１章 議会が取り組むべきこと

第２節 女性模擬議会の開催

住民・児童・生徒等が議員役を疑似体験する「模擬議会」の取組が広がりつつある。

第69回調査（R4活動）によると、191町村で実施されているが、内訳としては、児童・

生徒・学生を対象とした「子ども議会」の実施団体が179町村でほとんどを占め、女性

を対象としたのが５町村、その他が７町村となっている。

このような模擬議会のうち、議員役を務める住民を女性に限定した「女性模擬議会」

の取組は、女性が議員の働きを実感するために効果的である。前回（第68回調査）は６

団体、その前（第67回調査）はゼロ団体であったため、増加傾向にあるとまでは言えな

い現状であるが、今後多くの議会で実施されるべき取組である。

宮城県蔵王町議会では、令和５年７月に初めて女性模擬議会を開催した。当時、同町

議会では女性議員が一人も誕生していないどころか、議員選挙に女性の立候補者が出た

こともなかった。こうした状況を危惧して企画したところ、町内に住む30代から70代の

女性７人が「模擬議員」として参加した。

この取組が実を結び、令和６年２月25日に行われた選挙では、女性模擬議会の参加者

の中から３名が立候補し、全員が当選を果たした。町政史上初の女性議員の誕生は町に

活気をもたらしていると聞く。（詳細は資料第２編参照）

【報告書 P46・47】

町村議会議員のなり手不足対策検討会報告書（令和６年３月）第５編 女性議員を増やすための対策 ①
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女性・若者等に対する障壁の除去（ハラスメント防止の取組）

〇 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
（性的な言動等に起因する問題への対応）
第九条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言
動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研
修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（第33次地方制度調査会第8回専門小委員会【資料２】より）
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地方議会議員のためのハラスメント防止研修の動画配信（議会三団体）

20

全国の地方議会議員のコンプライアンスの向上に資するため、議員のためのハラスメント防止研修動画を配信

概 要

「議員のためのハラスメント防止研修」 一般社団法人公務員研修協会 代表理事 高嶋直人氏

演題・講師

全国都道府県議会議長会 ／ 全国市議会議長会 ／ 全国町村議会議長会

制 作

令和６年４月１日（月）～令和７年３月３１日（月） ※関係者のみ視聴可

配信期間



408,219

地方議会議員の議員報酬の実態

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000

1,198,785

都道府県知事

812,881

都道府県議会議員

68％

873,566408,153 47％

市長
（政令市を除く）

市議会議員
（政令市を除く）

216,665 30％

町村長町村議会議員

475,084

都道府県部長級

市課長級（政令市を除く）

325,176

町村係長級

337,532

勤労者世帯の世帯主収入

228,500

新規学卒者賃金 町村議会議員 市議会議員(政令市を除く) 都道府県議会議員

812,881

408,153
216,665

50％

53％

27％

722,967 注：都道府県知事、市長、町村長の給料月額及び都道府県議会議員、
市議会議員及び町村議会議員の議員報酬月額は「令和4年地方公務
員給与の実態」（総務省）による
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議会・議員活動の豊富化、議員報酬の適正化に関する決議（令和6年7月10日）

議会・議員活動の豊富化、議員報酬の適正化に関する決議

地方分権改革の進展や各町村議会における議会改革の取組により、町

村議会議員の活動量は増加しているが、その議員報酬の水準は 30 年以上

ほぼ変化のないままとなっており、都道府県議会議員、市議会議員と比べ

著しく低い水準となっている。現在、町村議会議員のなり手不足問題が深

刻化しているが、このことが要因の一つと考えられる。

このような中、全国町村議会議長会においては、令和6年5月22日に議

会に多様な人材の参画を促す観点から、更なる議会改革を進め、議会・議

員の活動量を豊富化し、住民の理解を得ながら議員報酬の適正化を図って

いくことを決議したところである。

議会・議員の活動及び議員報酬の水準については、各町村議会において

判断するものであるが、地方自治における議会の重要性を考えた場合、全

国の町村議会が一定水準以上の活動をし、議員報酬の水準を確保していく

ことが重要である。

このため、各町村議会の活動内容を充実し、住民の理解を得て、市議会

議員との均衡を踏まえ、町村長の給料月額の４７％程度を目指すこととする。

今後、全国町村議会議長会では、これを目標として各都道府県町村議会

議長会と一致協力して、更なる議会改革を進め、議会・議員の活動量の豊

富化と議員報酬の適正化に向けて取り組むことをここに誓う。

以上、決議する。

令和６年７月10日

全国町村議会議長会・

都 道 府 県 会 長 会・
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議員報酬増額につながる取組み（議会・議員活動の豊富化）

・議会改革を実践している議会は、それに適した議員報酬が不可欠
・議会改革は議会・議員の活動量に連動するので議員報酬増額の根拠になる

監視力・政策提言力アップ

議案審議
議会基本条例の制定・運用、議決事件の追加、参考人の招致、専門的
知見の活用、一般質問の充実、議員間の自由討議、議員派遣の充実、
協議調整の場の積極活用、政務活動費の交付

会議日数 通年会期の導入（運用を含む）、休日・夜間議会

委員会審査
委員会による政策提言、閉会中審査・所管事務調査の拡充、委員派遣
の充実、常任委員会の複数所属、特別委員会の増設

活動の検証 議会白書、議会のあり方研究、調査報告書等の発刊

研 修 政策立案に係る専門的研修、議員の資質向上に係る研修

地域・住民との連携強化

住民対話 議会報告会、出前議会、ワークショップ、住民懇談会

住民参画 公聴会、政策サポーター、議会モニター、議会アドバイザー

地域連携 産官学との連携、各種団体との意見交換

啓発活動 模擬議会、小中高生との対話、議会主催の講演会

広報広聴 HP・広報紙の充実、議会のデジタル化、広報モニターの活用

○ 町村議会の会期は、兼業議員が多いことや議
員が少数なこと、委員会への議案付託が少な
いなどの要因により短い傾向にある

○しかしながら、今日の議会・議員活動は
・日常的な活動が要請されている
・議案審議の重要性が指摘されている

①会期を長期にとり、委員会付託をして充実
した議論を行う。人数が少なくとも本会議
での十分な議論を行うことも必要

②参考人、公聴会を積極的に活用する

③議案等検討日を設け弾力的な会期日程とする

④委員会の所管事務調査も積極的に実施する

年間（そして任期４年間）を通じた
議員・議会活動を示す必要

慎重な審議のため会期日数を再考する時期に
来ている

その他

国等への要請 意見書提出権の積極的活用

防災･災害対策 議会BCP計画策定、議会災害対策マニュアルの作成

議会・議員活動を豊富化 会期日数を再考する
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は次の諸点について十分配慮すべきである。
一 本法の施行に当たっては、年金受給権者及び現職の地方議会議員に対し十分な説明を行

う等制度の円滑な廃止に向け最大限の配慮を行うこと。

二 地方議会議員年金制度の廃止後、概ね一年程度を目途として、地方公共団体の長の取扱
い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新たな
年金制度について検討を行うこと。また、検討に当たっては、地方議会議員の取扱いにつ
いての国民世論に留意するとともに、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制度面
あるいは負担と給付の面における均衡に十分配慮すること。

三 旧退職年金をはじめとする年金給付については、公的年金制度全体を通ずる変更が行わ
れるような場合を除き、安定的な給付が行われるよう最大限の配慮を行うこと。

（第177回国会 衆議院 総務委員会 平成23年4月28日）

厚生年金への地方議会議員の加入

地方議会議員年金制度については、昨今の厳しい年金財政の状況を踏まえ、
平成23年6月1日をもって廃止
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厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議（議会三団体）

25

厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議

地方議会は、投票率の低下や無投票当選の増加、議員の性別や年齢構成の
偏り、議員のなり手不足などの課題を抱えている。
各議会や三議長会では、こうした課題に対応するため、令和５年４月に成

立した「地方議会が地方公共団体の重要な意思を決定する」ことの明確化な
どを内容とする改正地方自治法を踏まえ、議会とは何かを住民にしっかり理
解いただき、女性や若者など多様な人材の議会への参画を進める環境整備を
積極的に進めている。

これまで三議長会では、多様な人材の地方議会への参画を進めるため、議
会に対する関心を高め理解を深める主権者教育の推進、標準会議規則に議会
の欠席理由の例示として「育児、介護」、出産の欠席期間として「産前６週産
後８週」の明記に加え、経済団体に企業等の就業規則において立候補に伴う
休暇制度を設けることについての要請などを行ってきた。
また、国に対しては、立候補に伴う企業等による休暇の保障や厚生年金へ

の地方議会議員の加入など立候補環境の改善のための法整備、小規模議会の
議員報酬の適正な水準への引き上げのための財政支援、議会のデジタル化に
ついての支援などを要請してきた。

特に、厚生年金については、就業者の９割を会社員等の被用者が占めてい
る状況に鑑み、会社員等が議員に転身しても切れ目なく社会保障制度を継続
できるようにし、家族の将来や老後の生活を心配することなく議員に立候補
するための喫緊の課題となっている。現在の地方議会における投票率の低下
や無投票当選の増加など、議会への関心の低下や議員のなり手不足が深刻化
している状況を打破するためにも、早急に検討すべき事項である。
人口減少や高齢化など社会を取り巻く環境が更に厳しさを増す中、住民自

治の根幹をなす地方議会として、多くの住民の声を集約し、多様な人材が参
画するための環境整備等を図るため、厚生年金への地方議会議員の加入につ
いて早急に実現するよう強く求める。

令和７年２月６日

全国都道府県議会議長会
全 国 市 議 会 議 長 会
全国町村議会議長会



〇地方自治法

附 則 （令和四年一二月一六日法律第一〇一号） 抄

（政府の措置等）
第六条 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易
に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に
関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。

２ 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、
事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制
度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主
的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。

立候補環境の整備
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（全国都道府県議会議長会資料）
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「議員のなり手不足対策」及び議会への多様な人材の参画に関する重点要望（令和６年11月13日）

２ 低額な議員報酬の改善

⑴ 町村議会の議員報酬はそれだけでは生計を維持できないほどの低水準であるこ
とから、若者や女性、会社員などが議会に参画できるよう、議員報酬に生活給的
要素を加味するとともに、長との権衡を考慮して定めることを地方自治法に規定
すること。

⑵ 低額な議員報酬を改善するため、地方交付税算定における議員報酬単価を引き
上げるとともに、議員報酬の改定を行った町村については、議会費の増額が当該
町村の行財政運営に影響を与えることがないように財政措置の充実等の環境整備
を図ること。

⑶ 議員報酬を検討するに当たって、町村長が特別職報酬等審議会の意見を聴く場
合は、審議会の運営等について、次の事項に留意するよう、町村に周知すること。
なお、これに伴い、「特別職の職員の給与について（昭和43年10月17日自治

給第94号自治省行政局長通知）」は見直すこと。
① 審議会委員には議会の活動状況を把握している者を選任すること。
② 議会側に意見陳述の機会を付与すること。
③ 議会・議員の活動状況を単に審議日数のみで捉えることなく、住民との対話
や日常の議員活動など活動量や活動内容を踏まえ検討すること。

④ 類似団体や近隣町村との単純な比較のみにより議員報酬の水準を決定しない
こと。

⑤ 議会費の総額ありきの考え方から議員報酬を増額する代わりに議員定数を安
易に削減することのないようにすること。

３ 厚生年金への地方議会議員の加入

国民の幅広い政治参加や地方議会への多様な人材参画を促進する観点及び厚生年
金の適用拡大が進んでいる状況を踏まえ、厚生年金への地方議会議員の加入のため
の法整備を早急に実現すること。

４ 休暇・休職・復職制度の整備

若者や女性、会社員など多様な人材の議会への参画を促進するため、議員への立
候補や議会・議員活動のための休暇・休職制度と議員退職後の復職制度を整備する
こと。

５ 主権者教育の推進

地方自治法の改正により地方議会の役割及び議員の職務等が明文化されたことも
踏まえ、地方議会に対する住民の理解と関心を深め、多様な人材の参画を促すため、
主権者教育を一層推進し、更なる地方議会の啓発を行うこと。
特に、議会自らが主体的に行う出前講座や模擬議会などの主権者教育の取組に対

する支援を講じること。

６ 政治分野の男女共同参画の推進

政治分野の男女共同参画推進法に基づき、議会が実施する家庭生活との両立支援
のための環境整備、セクハラ・マタハラ防止に資する研修の実施や相談体制の整備
等に対する支援を行うこと。

８ 地方議会議員に係る選挙制度の改正

⑴ 国民の幅広い政治参加や地方議会への多様な人材参画を促進する観点から、被
選挙権年齢を例えば23歳に引き下げること。

⑵ 市町村議会議員の欠員が議員定数の６分の１を超えない場合の補欠選挙におい
ては、「同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき」（首長選挙）のみでは
なく、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙、都道府県議会議員
選挙の場合にも行うことができるようにすること。

⑶ 市町村合併、解散等により３割弱となっている統一地方選挙の統一率を段階的
に復元すること。

⑷ 町村議会議員の政治活動を支えるため、町村議会議員についても都道府県や政
令指定都市の議会議員と同様、個人の政治献金を寄附金控除の対象とすること。

７ 議会のデジタル化への支援

「オンライン会議」による委員会の開催、タブレット端末等を活用した議会運営、
音声認識システムを利用した会議録の作成、インターネットを活用した議会情報の
公開や議会中継など議会のデジタル化への取組に対する技術的・財政的な支援を行
うこと。
また、本会議における「オンライン」の出席については、地方議会の意見を踏ま

え、丁寧な検討を進めること。

１ 議員のなり手不足対策への支援

⑴ 議員のなり手不足による地方自治の弱体化が将来的に我が国の民主主義にも影
響を与え得ることを踏まえ、町村議会が行うなり手不足対策に財政支援を行うこ
と。
また、町村及び都道府県に対しても、町村議会議員のなり手不足対策を行うよ

う助言するとともに、これらの取組に対する支援を行うこと。
⑵ 議会等が行う女性議員が活動しやすい環境整備の取組に対する支援を行うとと
もに、女性の立候補を後押しするための情報提供及び支援制度を構築すること。
併せて町村における女性人口減少の抑制や地方移住の促進を図り、女性の社会

進出、政治参画の推進のための施策を重点的に行うこと。
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